
  1/4 

◎通所介護の利用料金表 

【基本部分：通所介護費（通常規模型）】  

所要時間 

（１回あたり） 

利用者の 

要介護度 

通常規模型通所介護費 

基本利用料 

※（注2）参照 

利用者負担金 

（＝基本利用料の１割）※（注3）参照 

２時間以上 

３時間未満 

※（注1）参照 

要介護１ ２，７００円 ２７０円 

要介護２ ３，０９０円 ３０９円 

要介護３ ３，３４０円 ３３４円 

要介護４ ３，７１０円 ３７１円 

要介護５ ４，１００円 ４１０円 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３，６８０円 ３６８円 

要介護２ ４，２１０円 ４２１円 

要介護３ ４，７７０円 ４７７円 

要介護４ ５，３００円 ５３０円 

要介護５ ５，８５０円 ５８５円 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３，８６０円 ３８６円 

要介護２ ４，４２０円 ４４２円 

要介護３ ５，０００円 ５００円 

要介護４ ５，５７０円 ５５７円 

要介護５ ６，１４０円 ６１４円 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５，６７０円 ５６７円 

要介護２ ６，７００円 ６７０円 

要介護３ ７，７３０円 ７７３円 

要介護４ ８，７６０円 ８７６円 

要介護５ ９，７９０円 ９７９円 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５，８１０円 ５８１円 

要介護２ ６，８６０円 ６８６円 

要介護３ ７，９２０円 ７９２円 

要介護４ ８，９７０円 ８９７円 

要介護５ １０，０３０円 １，００３円 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６，５５０円 ６５５円 

要介護２ ７，７３０円 ７７３円 

要介護３ ８，９６０円 ８９６円 

要介護４ １０，１８０円 １，０１８円 

要介護５ １１，４２０円 １，１４２円 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ６，６６０円 ６６６円 

要介護２ ７，８７０円 ７８７円 

要介護３ ９，１１０円 ９１１円 

要介護４ １０，３６０円 １，０３６円 

要介護５ １１，６２０円 １，１６２円 

※新型コロナウイルス感染症の特例措置により、令和 3 年 9 月まで基本報酬が 0.1％上乗せとなります。 
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【加算】 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 
加算額 

基本利用料 利用者負担金 

延長加算 

所要時間が９時間以上１０時間未満の場合   ５００円    ５０円  

所要時間が１０時間以上１１時間未満の場合 １,０００円   １００円  

所要時間が１１時間以上１２時間未満の場合 １,５００円   １５０円  

所要時間が１２時間以上１３時間未満の場合 ２,０００円   ２００円  

所要時間が１３時間以上１４時間未満の場合 ２,５００円   ２５０円  

入浴介助加算Ⅰ 利用者の入浴介助を行った場合（１日につき） ４００円    ４０円  

入浴介助加算Ⅱ 

居宅訪問により把握した浴室環境を踏まえた入浴

計画に基づき、居宅の状況に近い環境で入浴介助

を行った場合（１日につき） 

  ５５０円  ５５円  

中重度者ケア 

体制加算 

当該加算の体制・人材要件を満たした場合

（１日につき 利用者全員に対して算定） 
  ４５０円  ４５円  

生活機能向上 

連携加算Ⅰ 

外部のリハビリ専門職と連携して、機能訓練のマ

ネジメントを実施した場合（1月につき） 

※Ⅰ：ICT活用のため、外部専門職の訪問はなし 

※Ⅱ：個別機能訓練加算算定時は、100単位/月 

１，０００円 １００円 

生活機能向上 

連携加算Ⅱ 
２，０００円 ２００円 

個別機能訓練加算Ⅰイ 当該加算の体制・人材要件を満たし、利用者

へ機能訓練を行った場合（１日につき） 

  ５６０円  ５６円  

個別機能訓練加算Ⅰロ   ８５０円  ８５円  

個別機能訓練加算Ⅱ 

計画等の内容を厚生労働省へデータ提出し、

フィードバックを受けた場合（１月につき） 

※加算Ⅰに上乗せして算定 

  ２００円  ２０円  

ＡＤＬ維持等加算Ⅰ 一定期間におけるＡＤＬ（日常生活動作）の

維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた

場合（１月につき） 

※加算Ⅲは従前加算を踏襲しており、令和５年３月３１

日まで算定可 

  ３００円  ３０円  

ＡＤＬ維持等加算Ⅱ   ６００円  ６０円  

ＡＤＬ維持等加算Ⅲ   ３０円  ３円  

認知症加算 
当該加算の体制・人材要件を満たし、利用者

へサービス提供を行った場合（１日につき） 
  ６００円  ６０円  

若年性認知症 

利用者受入加算 

若年性認知症利用者へサービス提供した場合

（１日につき） 
  ６００円  ６０円  

栄養改善加算 
利用者へ栄養食事相談等の栄養改善サービス

を行った場合（１回につき。月２回まで） 
２，０００円  ２００円  

栄養アセスメント加算 

利用者の栄養状態のアセスメントを管理栄養

士と連携して行い、本人及び家族に結果を説

明した場合（１月につき） 

 ５００円  ５０円  

口腔・栄養 

スクリーニング加算Ⅰ 

口腔の健康状態及び栄養状態について確認を

行い、介護支援専門員へ情報を共有した場合 

（１回につき。６か月に１回を限度） 

※加算Ⅰは口腔機能向上加算等との併算定不可。加算Ⅱ

は口腔機能向上加算等を算定し、加算Ⅰを算定できない

場合のみ算定が可能 

  ２００円  ２０円  

口腔・栄養 

スクリーニング加算Ⅱ 
５０円  ５円  

口腔機能向上加算Ⅰ 

利用者へ口腔清掃指導や摂食・嚥下機能訓練

などの口腔機能向上サービスを行った場合 

（１回につき。月２回まで） 

１，５００円  １５０円  



  3/4 

口腔機能向上加算Ⅱ 

※加算Ⅱは上記の取組に加え、計画等の内容を厚生労働

省へデータ提出し、フィードバックを受けた場合（併算

定不可） 

１，６００円  １６０円  

科学的介護推進体制

加算 

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、

認知症の状況、心身の状態に係る情報を厚生

労働省へデータ提出し、フィードバックを受

けた場合（１月につき） 

４００円  ４０円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 
当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき） 

※加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲのいずれか１つを算定する。 

※（注４） 

   ２２０円  ２２円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 
   １８０円  １８円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 
    ６０円  ６円  

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

中山間地域等（＝新潟県の場合は全域）にお

いて、通常の事業の実施地域以外に居住する

利用者へサービス提供した場合 ※（注４） 

１月の利用料金 

（基本部分＋延長

加算）の5％ 

左記額の１割 

感染症又は災害の発生

を理由とする利用者数

の減少が一定以上生じ

ている場合の加算 

延利用者数の減が生じた月の実績が、前年度

の平均延べ利用者数から5％以上減少してい

る場合（３か月に限り）※（注４） 

基本報酬の3％ 左記額の１割 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合※（注４） 

１ 月 の 利 用 料 金 

(基本部分＋各種加

算減算)の5.9％ 

左記額の１割 

介護職員等特定処遇

改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注４） 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加

算減算)の１．２％ 
左記額の１割 

介護職員等特定処遇

改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加

算減算)の１．０％ 

 

【減算】 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 
減算額 

基本利用料 利用者負担金 

事業所が送迎を行わ

ない場合の減算 

当該減算の要件に該当した場合 

（片道につき） 
４７０円  ４７円  

事業所と同一建物に

居住する利用者への

サービス提供減算 

当該減算の要件に該当した場合 

（１日につき） 
９４０円  ９４円  

 

（注１） 所要時間２時間以上３時間未満のサービスは、心身の状況その他利用者のやむを得ない

事情により、長時間のサービス利用が困難である場合のみ利用することができます。 

（注２） 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本

利用料を書面でお知らせします。 

（注３） 「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割ですが、一定以上の所得のある方は 

2割又は 3割の額となります。 
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また、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額を

ご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注４） 当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

その他の費用 介護保険対象外の費用については、次のとおりです。 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき６９０円の食費をいただきます。 

歯ブラシ代 
利用者の希望により事業所が用意したものを斡旋した場合、１本あたり  

５０円いただきます。 

おむつ代 
必要な場合は、原則として利用者が持参することとし、事業所で用意したも

のを提供した場合は、実費を徴収します。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が 

適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な 

身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

 


